
別  表        第１０期 男鹿市介護保険計画・高齢者福祉計画策定業務受託者評価基準 

○評価 第１０期男鹿市介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定業務に係る公募審査委員会（以下「審査委員会」という。）

は評価点が高い順に、第 1 位の者を最優秀提案者に、第 2 位の者を次点の者に選定する。 

    第 1 位、第 2 位の者が複数あったときは、審査委員会の各委員（委員長を含む。）による投票で上位者を決定する。

投票により決しないときは、委員長がこれを決す。 

番号 評価項目 評 価 基 準               配点    
特 に 

優れている 優れている 普通 やや劣る 劣る 

１ 

企業評価

（業務遂行

能力） 

①  類似業務実績 １０ １０ ７ ５ ３ １ 

２ ②  業務体制 １０ １０ ７ ５ ３ １ 

３ ③  従業員の実務経験 １０ １０ ７ ５ ３ １ 

４ 

業務内容 

①  企画提案書の基本方針 １５ １５ １２ ８ ４ １ 

５ ②  現状分析と課題の抽出方法 １５ １５ １２ ８ ４ １ 

６ 
③  各種調査の調査結果の分析、計画への反映

方法 
１５ １５ １２ ８ ４ １ 

７ 
④  見積書（参考）に関して、提案内容の実施

について現実的な積算がなされているか。 
１５ １５ １２ ８ ４ １ 

８ 
⑤  提案内容全体として、事業の実現性が確保

されているか。 
１０ １０ ７ ５ ３ １ 

合    計 １００      

 


